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隷
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論

叢

海
運
同
盟
に
封
ず
る
英
吉
利
の
屡

華

客

(第
義

五
入
)

九
二
〇

海

運

同

盟

に

封

ず

ろ

英

吉

利

の

態
.度

、
(猫
占

的
海
運
同

盟

に
封
ず

る
政
策
・
其

二
)

小

島

昌

太

郎

一

　

凋
占
を
目
的
与

る
海
髪

者

の
同
盟
即
ち

・
.ソ
フ
ァ
・
ン
ス
、
並
び
・
・
の
同
盟
が
響

を
簿

維
持
す

る

手
段
已

・
採
用
す

る
所
の
螢

延
儒

な
・
も
の
・
射
し
・
、
鋸

は
全
響

意
的
是
認
的
鍵

ぎ

る
長

し
、
北
米
合
衆
國
は
運
賃
延
戻
制
に
謝
し
て
全
然
非
認
的
排
斥
的
態
度

を
ご
b
て
之
を
禁
止
し
、
以
て

コ
ン
フ
ァ

。
ン
ス
を
し

。

響

的
の
も

の
葛

ざ
ら
し
む

・

方

針
を

・
磨

れ

る
・
・
は
、
既

に

述

甚

る
が

如

く
で
あ

る
。
か
く

、
の
雨
國

が
、

・
ン
フ
ァ
レ
ン

ス
歯

す

・
態
度

の

雨

靄

を
代

馨

る
嬉

昭
…し

て
・
其
中

間

に
在

り

て
之

に
謝
し
中
立
的
調
停
的
態
度
を

こ
れ

る
も
の

は
英

吉
利

・で
あ

る
Q

私
が
蕪
儂

に
中
立
的
調
停
的
震

、、
謂
ふ
は
、

・
ン
…

ζ

及
び
運
賃
幾

制

嬉

し
て
・
國
家
が
立

法
的
手
段
ヌ
は
司
傭

慮
置
に
よ
っ
て
、
此
等

の
も
の
谷

法
性
如
何
を
総
括
的
に
決
定
す
・
を
避
け
・
此
等

に

關
し
て
そ
の
利
害
關
係
者
に
争
議
の
生

じ
把
る
場
合
に
は
、
国
家
が
調
停
機
關
を
し
て
之
を
調
停
せ
し

め
、
ヌ
は

噛



常
事
着
電

互
・
籍

・
一

自
・
之
爺

決
す
る
・
　

揺

謁

す

る
の
態
度
を
云
ふ
の
で
あ
る
。

血

英
嘉

の

・
ソ
フ
ァ
・
ン
及

び

蓬

延
戻
制
・
封
ず
る
態
度
は
、
袈

的
に
之
を
言
口
へ
ば
、
全
く
か
く
の
如

亭

臨

　

ヨ

き
も
の
で
あ
る
・
元
來
・
英
吉
利
星

羅

華

の
頗
・
窪

し
た
る
國
・
、
"
、の
定
期
船
薙

は
世
界
離

昇

口

恥

に
於
て
霊

・
　

す
・
地
笹

あ
・
・
で
・
・
が
、
併
・
薫

難

・
全
般
的
構
成
を
見
れ
ば
、
不
定
期

.
∵

船
の
鍛

の
総
計
・
・
定
器

の
・
れ
・
遙

・
窟

・
・
居
る
の
で
あ
る
。
故

に
定
期
船
讐

者
が

,
ン
フ
ァ
レ

㎞

町

　

オ

熱

熱
馨

棚経

砧毅

娃
羅
藷

瓢
口蕪む
コ

器

華

が
窪

・

・
は
、
.蒙

國

・
{

て
は
、
多
、の
舞

貿
易
者

利
た
.
る
事
柄
で
あ
、
が
、
,
の
植
民
地

.濫

に
ご
り
て
は
・
安
き
醤

の
歪

雛

・
利
用
す

・
の
自
票

之
が
爲

め
轟

・
ら

る
、
.、
ご
、
。
つ
て
、
、
は

.㎜
油

薔

轟

力
の
少
き
貨
物
・
輪
・
・
専
・
手

品

係
上
、
甚
渠

利
益
与

る
所
で
あ
る
.
故

に
、

,
ン
。
.

澱

臨

三

問
響

つ
ミ

は
・
葉

理

植
民
地
慮

、
・
の
利
害
茎

真

・
す
る
の
地
位
に
あ
る
。
最
後
に
、

珂
潔

　

　

し

柴

國

・
㌘

・
・
.
植
曇

易
・
主
こ
す

る
・
易
業
者
は
、

・
ン
。
.
レ
ン
。
の
濁
占

に
封
し
て

暴

的
意

継

鴛
雑

鞭
雛
罫
髪
貼鰭
雛

毅
灘

残

挫瀞

不
法
の
も
安

し
て
禁
止
す
れ
ば
、
饗

茎

然
之
各

法
的
・
あ

已

て
取
扱
ふ
限
り
、
其
彙

は
英
士
口
利

論

叢

誕

同
盟
に
摯

・
英
吉
利
・
震
.

隼

蓉

(豊

號

至

九
三

り

吃」



論

叢
.

海
運
同
盟
に
繋

る
英
吉
利
の
謹
.

華

客

(第
五
號

六
9

九
二
二

定
期
船
妻

を
衰
退
せ
し
め
て
、
・
穿

け
鑑

定
期
難

業
を
窪

せ
し
む
・
こ
・
、
な
る
・
忌

亦
・
英
吉

禾

に
ご
,
て
到
慧

ぷ
能

は
ざ
る
所
で
み

る
。
華

口
利
が

・
ン
…

ン
ス
及
び
運
賃
延
展
制
嬉

し
て
・
中
立

射

的
調
停
的
態
度

を

ご
る
は
、

か
、
る
事
情

に
基

く
。

併
し
乍
ら
、

・
ン
・
ア
レ
。
養

ぴ

蕃

震

制
鋳

す

・
墓

罰

の
態
度
が
略
ぼ
・
か

く
の
如
く

是

ま
り

砦

は
、

一
九
〇
九
年
の
盤

同
盟
勅
定
調
寒

暑

(即
・
箪

∩
。
日
曇

・
;

ω
ぼ

℃
置

謬

ω
)

の
此
問

題

歯

す
る
馨

確
定
後
の
,、
・
で
あ
っ
・
、
そ
れ
以
前
・
は
、
政
府

・
於
て
は
・
此
等

に
観
し
・て
何
筆

渉
す

る
所
な
-
、
.事
態
・
自
然

・
成
行

・
在

せ
・
れ
・
居
・
・
の
で
・
…

而
・
距

委
暑

の
調
査
肇

楚

ま
鬼

る
墓

口
利
の
霊

的
調
停
的
養

は
、
會

に
至
・
喬

何
欝

・
所
奮

、
幕

國
難

委
暑

(H昌
-

・
Φ..m
.
ξ

風
口
・、
.。
。
量

・・。Φ
)
が
、
冗

・
三

年
の
濠
洲
聯
邦
政
府
鍵

濠

・
ン
フ
・
・
ン
ス
の
蓮
賃
延
戻
制
問

題
を
解

決
し

把
る
態
度

の
如

き
は
、・
最

も
そ

の
顕
著

な

る
實
例

で
あ
る
。

二

以
下
、
私
は
右
の
こ
委
員
會

の
業
績

に
つ
い
て
、
華

莉

の
右
の
如
き
態
度
を
多
少
具
欝

に
説
明
せ
ん

こ
す

。
の
で
あ
嘉

、
今
、
五
口
舟
の
聖

、

・
ソ
フ
ァ

・
ン
・
及
び
餐

震

制

曼

す
・
國
家
の

一
般
的
楚

を
知

ら
ん
手

、
も
の
に
ご
-
て
、
最
初
・
着

せ
ね
ば
な
孟

藩

は
、
當
該
國
家
の
葎

上
・
響

を
目
的
こ
す

る
湧

鑑

萎

間
の
同
盟
契
約
暑

警

・
も
の
な
-
や
否
や
、
叉
、
荷
主
が
他
の
難

業
者
の
雛

を
利
用

'



す
る
の
畠

を
轟

せ
ら
ミ

こ
ミ

な
・
所
の
饗

め
延
馨

・
事
柄
を
、
擾

契
約
の
内
察

す

る

,、
。

は
・
合
酷

な
b
や
否
や
、

・
云
論

題
で
あ
・
。
故
に
、
私
は
先
づ
、
墓

口
利
の
法
律

・
於
・
、
此
問
題
が
如

何

最

扱
は
れ
て
居

・
炉
を
弾

な
け
れ
ば
な
・
お
。
此
等

が
國
法
上
驚

的
最

扱
は
る
ふ

、
潰
極
的
最

扱
は
る
、
か
は
・
國
家
の

・
ン
ζ

レ
・
並

び
饗

延
戻
制

・
掌

る

一
般
的
態
度
叢

も
直
磐

表
示
す

る

も

の
で
あ

る
か
ら
で
あ

る
。

華

。
利
に
於
て
は
・
右
の
問
題
鼠

走
し
得

べ
き
何
誇

変

法
も
存
在
し
な
・
。
從
つ
・
之
墨

壷

.
通
法.

(。
.
ヨ
§

野

あ

問
讐

し
て
取
扱
は
・
・
所
で
・
・
が
、
而
も
そ
の
鑑

法
・
於
℃
・
、
之
を
解
決
し
弱

も

ヤ

も

へ

も

ヘ

ヘ

ヘ

へ

も

決
例
は
未
だ

　
つ
も
存
在
し
な

い
。
故

に
、
吾
々
は
、
右
の
問
題
は
英
岩
利
法
に
於
て
如
何
に
解
決
せ
ら
れ
居

る

し

も

も

も

も

が
・
.芸

ふ
こ
・
を
知

・
・
昌

出
撃

、
只
、
之

・
關
す
・
震

忽

磐

の
羅

論

・
よ
り
て
、
駕

。
解

決

ぜ
ひ
か
ボ
で
ポ
ボ
デ
ガ
、
を
知

り
得

る
の
み
で
あ
る
。
而
し
て
此
問
題
に
つ
い
て
は
、
前
述
の
勅
定
調
査
委
員

會

結

し
て
・

T

サ
・
　

⊥

ン
氏

(≧

ゲ
・
・

9

亘

及
び
、
.
・

・
-

・
…

ギ

、歪

氏

q
。
『
ロ

ゆ

記
碧
山
。
需
ε

が
、
各

別

に
提
出

し
た

る
法
律
問

題
意

見
書

に
見
は
れ
祀

る
見
解

が
、
今

日
に
於

て
も
術

椹
威
を
有

す

る
も
の

ざ
認

め
ら

る
、
か
ら
、
今

之

に
由

り
て
見

る
に
、

凋
占

を
目

的

こ
す

る
海

運
業
者
間

の
同
盟
契
約
、
即

ち

コ
ン
フ
ァ
レ
ン
ス
契
約
は
・
英
法
長

て
は
原
要

し
呑

法
的
.の
も
の
誌

・
ら
ゑ

き
で
あ
り
、
餐

延

展
制
の
合
荏

如
何
は
・
『
最
も
困
饗

し
て
難

の
多
商

題
の

;

」
で
あ
っ
て
、
縫

上
毒

決
の
讐

放

論

筑

難

同
盟
κ
奪

垂

吉
利
の
鍵
.
.

筆

霧

(釜

號

六
一)

九
二
三
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」

、講

震

源
運
同
盟

に
封
ず
る
英
吉
利
の
蹉

鎮

+
入
谷

へ第
五
號

六
二
)

九

二
四

任

せ
ら
れ

て
居

る
の
で
あ
る
(註
]
)
。
併
し
蓮
賃

延
戻

制

の
合
法
的
な

る
ご
否
ご
に
拘
は
ら
す
、
之

に
關
嚇
す

る
問

題

で
當
事
者

の
利
害
關
係

よ
b
云

へ
ば
更

に
直
接

に
重
要
な

る

　
つ
の
問
題

が
あ

る
。
帥

ち
そ
れ

は
、
荷
主

は
、

運
賃
延
展
に
關
す
る
條
件
!

コ
ン
7
ァ

レ
ン
ス
外
の
船
に
は
積
荷
を
し
な
い
ご
云
ふ
條
件
1

を
履
行
し
な

い

場
合

で
も
、
既

途

の
運
逸

貨
物

に
閲

し
て

コ
ン
フ
ァ

レ
ン
ス
が
保
留
す

る
延
戻
金

は
、
そ
の
支

彿
を
憂
く

る
権
利

が
あ

る
か
、

ご
云
ふ
問
題

で
あ

る
。
此
問
題

は
、
運

賃

延
戻
制

そ

の
も

の
、
合
法
的

な

る
ご
否

ご
に
狗

は
ら
す
、

英
吉

利
普
通
法

の
下

に
於

て
は
、

別
個

の
問

題

こ
し

て
取
扱

は
れ
得

る
も

の
で
あ

っ
て
、
そ
し
て
そ
れ
は
、
荷

主

に
於

て
條
件
を
履
行

せ
ざ
れ

ば
そ
の
権
利
な
き
も

の
な

る
は
、
解
騨

上
明
か
な

る
所

こ
せ
ら
れ

て
居

る
(謎
二
)。
之

が
か
く

の
如
く

に
解
興

せ
ら
れ
得

る
が
故

に
、
運
賃

延
戻
制

は
、

そ
の
合
法
性
そ

の
も

の
に

つ
い
て
疑
義

あ

る
に

.

拘

は
ら
す
、
英

吉
利

に
於

て
は
布

敷

に
行
は

れ
て
居

る
の
で
あ

る
。

(註

じ

マ
ク
ド

ネ
ル
氏
は
、
契
約
常
事
霜

芸

馨

的
行
爲
を
制
限
し
、
之
に
{

て
響

基

得
を

晶

と
す
る
所
の

ニ

フ
ァ

レ
・
糞

、

約

の
合

法
性

に

σ
い
て
、

そ

の
意

見
書

に
上
院

裁
判

長

ボ
ゥ
エ

ン
氏
〔
じJ
o
巧
ω
づ
)
の
.
『事

業

の

一
般

的

な

る
制

限
、
換

言

す
れ

げ
、

地

域
的

に
何

等

の
限

定
な

き
制

限
は
、

若

干

の
例
外

は

あ
る
が

、
原

則

と

し
て
法

律

上
許
容

せ
ら

れ
て

居

な

い
。

局
部

的

な

る
制

限
、

詳
言

せ
ぱ

、
事

業

が
行

は

る

、
場

所
、
之

に
關

興

す

る
人
、

又

は

之
を
行

ふ

の
方

法

に
關

し

て
限
定
を

置

く

こ
と

の
み
を

内
容

と
す

る
所

の
制

限

は
、

適

當

な

る
利
益

が
之

に
附
臆

す

る

の
了
解

に
於

て
な

さ
れ
、

且

つ
契

約

常
事
者

の
利

益

の
正

常
な

る
保
護

の
爲

め
に

必
要

な
る

限
度

を
超

へ
ざ

る
場

合

に

は
、

法
律

上

有
数

で

あ

る
、
』

と
云

ふ
設

を
引

用
し
、

且

つ
之

に
附
け

加

へ
て
、
「
今

日
に
於

て
は
、

場

所

に
聞

す

る
限

定
を

鮫
ぐ

こ
と
は

、

必
ず

し
も

致
命
的

麟

で
は
な

い
善

へ
て
も
よ
い
。
舞

所
縁

て
の
難

を
甕

し
て
、
制
限
歪

當

な
る
蕃

や
を
決
定
す
る
で

あ
ら
う
』
と
導

罵

る
。



又
㍗

コ
ー

山
ン
民

は
㍗

町
コ
ン
7
ア
レ

ン
λ

に
劃
し

て
、

そ
れ

が

不
嘗

に
事

業

の
制

限

を

な
し
、

自
由

競
争

を

妨
過

す

る
搬

に
仕

組

ま
れ

て
あ

る

と

の
雷

を
以
て
・
畢

若
し
直

別
諜

訟
を
提
起
し
得
ざ
る
は
,
モ
み

ル
事
件
(
ぎ

箆

8
…
)
の
判
決
.
琶

見
て
明
か
な
る
誓

あ
る
と

思
さ

喜

っ
て
居
る
・

か
あ

如
「

両
者

と
も
そ
の
意
見
書

に
於
て
、

・
ン
・
ア
レ
ン
ス
契
約

は
合
法
的
な
る
も

の
で
あ
る
と
は
明
確

に
　.ロ

ヴ

て
居

る

り
で

は
な

い
が
、

併

し

之

に
由
れ

ば
、

此
程

の
契
約

は
英
吉

利

の
法
律

上
、

原

則

と

し
て
、
合

法
的

な
る

も

の
と
認

め
ら

れ

て
居

る
と

言
口
っ
て
誤
り

な

い
で

あ
ら

う
。

運
賃

延
展

制

に
就

い
て

は
、
右

の
意

見
書

に
よ
れ

ば
、

其
合

法
性

に
關

」

て
直

接
之

を

取

扱

つ
た

判
決

例
は

一
つ
も
な

い
と

云
ふ

こ

と
で
あ

る

。
英
吉

刑
普

通
法

に
よ

れ
ば
、

個
人

の
利

益
を

保
護

す

る
齢

よ

り
、

『
各

人
は
、
彼

と
同
胞

臣
民

と

の
關

係

に
於

て
、
彼

自

身

の
労
働

、
彼

白

身

の
栗

を
・
我
身

の
懸

に
從
っ
て
、
虚
分
す
る
の
蓉

な
る
畠

に
劃
し
て
、
難

上
鵬
利
を
持

っ
て
居
る
。
從

っ
て
各

。
の
他

の
人
々

は
・
此
擢
利
よ
り
生
ず
る
所
の
灘

的
霧

を
有
し
.
此
椹
利

の
最
も
完
全
な
る
行
使
1

そ
ね
は
叉
他
人
の
同
様
な
る
羅
利
の
行
使
と
両
立
し

D

侮

る
所

の
も

の
一

を

何
等

妨
害

す

る

・
と
を
禁

ぜ
ら

れ

て
居

る
』

の
で
あ

り
、

又
、

耐
食

ρ
利
讐

保

護

す

る
攣

り
、
ら

=
窪

∩
目
コ
仲。『Φ
㎝斤..

エ

叉

は

・・勺
邑

亀

。
　凶∩
塊

に
反
す

動

約

は
・
原

則
と

し

て
不

法

の
も

の
と
せ

ら
わ

て
居

る

。
然

る
に
、

連
舞

戻

制

の
下

に
於

け

る
荷
主

は
、

延
展

金

巌

棄

ナ

る

の
苦

痛

を

套

に
あ

ら
ぎ

れ
ば

・

・

ン

・
・
レ

ン
ス
外

の
船

を
使

用
す

る

・
と
が
出

来

な

い

の
で

あ

る

か
ら
、

此
意

味

に
於

て
そ
の
替
業

の
白
山
が
制
限
せ
ら
払
て
居
る
。
故

に
こ
の
匙
よ
り
見
て
、
運
賃
延
展
に
關
す
る
契
約

は
、
右

の
値
入
自
由
の
原
則
と
肚
官
公
盆

の

原
則
と
に
戦
艦
せ
な

い
で
あ
ら
う
か
、

と
の
問
題
が
起
る
。

併
し
・
従
来
の
判
決
例
に
見
は
契

る
所
に
於
て
は
、
右

の
原
則
に
所
謂

冒

由
』

の
藻

を
明
確

昊

示
し
て
居
.・
ず
、
そ
れ
は
、
「
張
型

(8
邑

8

)
に
よ
り
て
締
結
せ
ら
れ
た
る
契
約

の
纂

者
で
な

い
、
と
云
ふ
意
味
に
於
て
の
畠

か
、
叉
は
、
不
當
に
『
行
倒
を
制
限
す
る
』
契
約

の
常
事

者

で

な

い
、

と

云

ふ
意

味

に
於

て

の
自
由

か

、

が
明
瞭

に
せ
ら

れ

て
居

な

い
。

の
み

な
ら
ず

、

判
決
例

に
よ
れ

ば
、

『
職
制

』
と

云
ふ

こ
と

と
・
『
利
得
暴

す
る
.甚
蠢

き
誘
因
』
と
云
ふ
こ
と
み

甥

を
も
明
か
に
し
て
辱

い
。
從
淫

、
蓮
甚

戻
鯉

關
す
る

契
約
が
、
あ

『
各

人
自

由
』
の
原

則

に
よ

り
て

不
法

な

る
も

の
と

せ
ら

る

、
か

否
か

は
全

く
未
解

決

の
問
題
で

あ

る
。

又
、
公

益

に
關

す

る

原

則

も

之

と

同

様

に
・
頗
る
藻

不
定

の
も
の
で

あ
っ
て
・
誕

例
は

『
唱
量

§

耳

又
は

廿
佳

・
。
・皐

編

念
を
、
甚
だ
歪

の
億
錘

し
て
居
る
。

,

論

叢

海

運
同
盟

に
封
ず
る
英
吉
利

の
態
度

第
十
入
谷

(第
五
號

六
三
)

九

二
五

ibid.,Vol.11.AppendixV.p.39a・

ibid.,Vo】..II.AppendixIV.p.35a.AppendixV.pp.40b.

ibid.,Vol.II.AppendixV.p.39.
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r

●

論

叢

海
運
同
盟

に
封
ず
る
英
吉
利
の
態
度

第

十
八
巻

(第
五
號

六
四
)

九
二
由ハ

.
…

:
我

が
裁

判
所

は
廣

義

に
於

け

る
公
益

の
槻

念

に

反
ナ
る

総

て

の
事

柄

を
、

必
ず

し

も
不

法
と

は

し
て
居

な

い
。

又
公

益

に
聞

す

る
新

ら

し

い
問

題
を

、

研
究

し
、

論

議
し

、

又
承
認

す

る
こ

と
を

も
し
な

い
。

從

っ
て
、

コ

ン
フ
ァ
レ

ン

ス
や

運
賃

延
展

制

が
、

既

に
判
決

せ
ら

れ

た
る

公

益

に
聞

す

る
特

殊
問

題

の
範
園

内

に
属

せ
ざ

る

限
り

は
、
裁

判

所
は

之
を

不
法
な

る
も

の
と
宣

言
す

る

こ
と
を

欲

し

な

い
で

あ

ら
う
。

紹
済
學

に

間

す

る
多

(

の
問
題

に
關

す

る

限
り

に
於

て
、
或
事

柄

が
肚
會

の
公

益

に

及
ぼ
す

影
響

を
決

定

す

る
に
當

っ
て
は
、

裁

朔
所

は
昔

遊
個

人

以
上

に

D

何

等

の
権

能
を

有

っ

て
居

な

い
と

云
ふ

の
が
、
英

吉

利
法

制
上

の
事
實

で

あ

る
o
』
加
之

、
『
運
賃

延

展
制

が

算
旨
旨
o
唱
o
聞
∩
鴇

に
反
す

る

や
否

や

の
問
題

は
、

如

何
な

る
法

的
手
緩

に
よ

れ
ば

、
之

を

裁
判

所

の
決
定

を
求

む

る
が
薦

め
直
接

に
訴
訟

と

し

て
提

起

す
る

こ
と

が
出

来
る

か
、

と
云

⑳

ふ

こ
と

を

定

む
る

こ
と
さ

へ
困
難

で
あ

る
』
,
と

せ
ら

れ

て
居
る

位
で

あ
る

o

か
く

の
如
く

、
.運
賃

延
展

に
聞

す
る
契

約

の
合

法

性
如

何
は

、
英
法

の
下

に
於

て
は

全
く
未

解

決

の
儘

に
窺

さ
れ

て
居

る

の
で

あ
る

が
、

そ
れ

は

主
と
し

て
次

の
三

つ
の
法
的
事

情

に

よ

る

の
で

あ

る
。
即

ち
、

『第

一
、

英
吉

利

の
裁

判
所

は
、

一
度

宜
青

し

た
る

鋼

決

に

封

し
て

は
、

そ
れ

が

内
外

國

の
商

業
的
吐

會

的
状

態

が
現

在

の
も

の
と
本

質
的

に

異

っ
て
居

っ
た
時
代

に
決
定

せ
ち
れ

た

も

の
で

あ

っ
て
も
、

之

に
甚

だ

人

な
る
碗

間

内

に
於

て
束
縛

せ
ら

る

、
も

の
で
あ

る

こ
と
、
第

二
、

英
吉

利

の
裁
判

所

は
、

薯

託
言

℃
O
=
6
罵

に
關

す
る

新
ら

し

い
原

則
に

つ

い
て

は
、

如

何

な
る

も

の
も
、

之

を
研

究
す

る

の
自
由

な

く
、

又
之

に
法
的

数

力
を

與

ふ

る
の
自

由

愚
有

せ
ざ

る

こ
と
、
第

三
、

英

吉
利

裁
判

所
は

、
運
賃

延

展

制

が
英
吉

利

の
海

運
上

の
利

益

叉

は
英

吉

利

の
慶

祝

に
し

て
錯
綜

せ
る

国

際
貿
易

に
及
ぼ

す
影

響
、

叉

は
及

ぼ
す

と
考

へ
ら
る

」
所

の
影
響

に

の

就

い
て
、

何
等

の
謹
隷

を

與

ふ

る

の
自

由
を

有

し
な

い
で

あ
ら

う

こ
と
』

に
よ

る

の
で

あ

る
。

(駐

二
)延
戻

に
聞

す

る
條
件

を
履

行

せ
ざ

る
荷

主
が

、

延
展

金

の
支
挑

を
受

け
徹

る
横

利
を

有

す

る
や

否
や

の
問
題

,
即

ち

菊
R
o
<
①「
罵
o
h
O
①
諭
頃-

「o
ら

即
Φ
『
葺
o
m

に
聞

し

て
は
、

右

の
意

見
書

は
日

ふ
、
『
所
有

者

叉
は

代
理

入

が
、
(
延
展

金

に
聞

す

る
)通

知
書

〔Ω

h∩
乱
胃
)

の
諸

候
件

を
十
分

に
理
解

し

て
貨

物

の
運
送

を
な

す

は
、

一
つ
の
契
約

を
成

立

せ

し
め

る
。

そ

の
契

約

は

陰

三
岡∩
唱
畠

o団

に
反

せ
ざ

る

も

の
で
あ

っ
て
、

有
数

な

る

こ
と
あ

り
、

瓦
之

に

反
す
る

も

り
で

無
数

な
る

こ

と
も

あ
る

。
若
し

契

約

が
前
者

で

あ

る
な

ら
ば
、

延
展

金

は
、

そ

の
契

約

の
諸

傑
件

が
履

行

せ

ら
れ

ざ

る
限

り
挽

戻

を

憂
く

る

こ
と
を
得

な

い
o

縦

ひ
契
約

が
後
者

で

あ
る

に
し

て
も
、
「
均
等

の
事

件

に
於

て
は

被

告

の
地

位

が

優

れ

て
居

る

し(ヨ

刃

二

n
朝

口
身
o
嵩
o
「
窃

[
8

昌
臼
二
〇

鳥
o
融
⇒
匙①
韓

♂
)

と
云

ふ
格

言

が
之

に
適
用

せ
ら

れ

る
。

此
法

則

の
適

用

の
結

果

と
し

て
、

例

へ
ば

1)
2)
3)

ibid.,Vol.II.AppendixV.p.40.

ibid.Vol.II.AppendixIV.p.35.

ibid,,Vol.1.TheReportp.8;Vol.II.AppendixIV。p.35a.
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=
人
の
常
事
者
が
不
法
の
契
約
を
締
結
し
、
其
中
の
一
人
が
金
鎖
の
支
扮
を
な
し
た
る
場
合
に
は
、
そ
の
金
銭
は
契
約
が
展
行
せ
ら
れ
ざ
る
以
前

D
.

に
在
り
て
は
之
を
回
収
す
る
を
得
る
け
れ
ど
も
、
履
行
後
に
極
り
て
は
、
之
を
回
収
す
る
を
得
な
い
。』
故
に
荷
主
が
延
展
に
聞
す
る
諸
候
件
逢
履

行
せ
ず
し
て
延
展
金
を
回
収
し
得
る
場
合
は
、
そ
の
契
約
が
無
数
の
叉
は
取
潰
し
得
べ
き
原
因
を
有
す
る
場
合
に
限
ら
れ
、
此
等
の
原
因
は
英
法

に
於
て
ば
、
『事
實
の
誤
解
』

(目
凹・。田
犀
o
o
h
蜀
9
)
『
不
當
な
る
影
響
』
(口口
隼自①
ぎ
コロoロ
n①)
『詐
欺
』
(臨
営
e

『強
制
』
(8
曾
9
0づ
)
『特

別
法
の
禁
止
』
等
で
あ
る
が
、
荷
主
は
延
展
制
の
下
に
在
り
て
.
此
等
の
原
因
の
何
わ
の
場
合
に
も
宮
殿
ま
ら
ぎ
る
事
情
に
捨
て
契
約
關
係
に
入

の

り
込
む
の
で
あ
る
か
ら
、
此
繰
よ
り
見
る
も
、
延
展
金
は
、
之
に
閲
す
る
條
件
を
履
行
せ
ざ
る
限
り
、
回
収
し
得
ぎ
る
は
明
か
で
あ
る
。

右

に
述
ぶ

る
が
如
く
、
運
賃

の
延
戻

に
閲

す

る
條

件
を
履
行

せ
ざ

る
荷
主

は
、

延
展

金
を
請

求
す

る
構

利
な

ぎ

こ
ご
は
、
解
繹
論

に
於

て
決
定

せ
ら
れ

て
居

る
虜

で

あ

る
が
、
併

し
肝
心

の

コ
ン
フ
ァ

レ
ン
ス
契
約

そ
の
も

の
、

及

び
運
賃
延

戻
を
内
容

こ
す

る
蓮
逡
契

約
そ

の
も

の

、
合

法
性
如

何

は
、

成
法
上

に
於

て
は

勿
論

の
こ
ご
、

普

通
法

の
解
辯

論

こ
し

て
も

未
だ
頗

る
明
快

に
は

解
決

せ
ら
れ

て
居
な

い
。

而

し
て

『
英
吉

利
裁
剣
所

は
、
℃
毎
浮

唱
。
Hh。
団

に
関

す

る
新
ら
し

い
問

題
を
、

研
究

し
、
論
議

し
、
承
認

す
る

こ
ご
を
し
な

い
」
ご
云

ふ
の
で
あ

る
か
ら
、

之
は
英

吉
利

の
法
制
上
當
然

の
事
柄

で
も
あ
ら
う
が

、
又
此
問

題
の
背
後

に
横

は

る
所
の
英
吉
利

の
海
運

上
貿

易

上
及

び
植
民
地

ざ
の
政
治

上
の
錯
綜

せ
る
利
害
關
係

よ
り
考

へ
て
、
英

吉
利
は
恐

ら
く

は
、
國
家

の
意

思
表
示
を

以
て
・

之
等

の
合
法
性
如
何

を
決
定

す

る
こ
ご
を
避

け
て
居
る
の
で
あ
ら
か
。
そ
れ
故

に
、
私

は
、
英
吉

利

の
此

問
題

に
封
ず

る
態
度
を

以
て
中

立
的
で
あ

る
ご
云

ふ

の
で
.あ
る
。

然

ら
ば
,
次

に
、

そ
の
態
度

の
調
停

的

ご
云

ふ
の
は
如
何
な

る
所

を
見
て
之
を
言

ふ
の
で
あ

る
か
。

之

に
競

い

論

叢

海
運
同
盟
に
封
ず
る
英
吉
利
の
態
度

第
十
入
巻

(第
五
號

六
五
)

九
二
七

1)ibid.,Voユ.II.AppendixV.p.38a.

2)ibid.,Vol.II.AppendixIV・P.35.AppendixV.p・38.
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論

叢

海
運
同
盟
に
封
ず
る
英
吉
利
の
態
度

第
十
八
巷

(第
五
號

六
六
)

九
二
八

て
は
、
前
述
の
二
委
員
會

の
爲
し
セ
る
腱
を
見
な
け
れ
ば
な
ら
譲
。
先
づ

一
九
〇
九
年
の
海
運
同
盟
勅
定
調
査
委

員
會
の
設
立
せ
ら
れ
湿
る
事
情
よ
b
述
ぶ
る
こ
ご
、
す
る
〇

三

第
十
九
世
紀
の
末
葉
、

英
吉
利
定
期
船
事
業
経
管
者
が
、

國
際
的
主
要
航
路
特
に

そ
の
各
植
民
地
航
路
に
於
.

て
、

コ
ン
フ
ァ

レ
ン
ス
を
組
、織
し
、
運
賃
延
戻
制

に
よ
り
て
濁
占
的
地
位
を
獲
得
し
て
以
来
、
各
植
民
地
の
貿
易

業
者
間
に
、

コ
ン
フ
ァ

レ
.ン
ス
の
濁
占
的
横
暴
に
罰
す
る
不
学
が
高
ま
り
、
賃
率
の
急
激
な
る
引
上
げ
ご
、
運
賃

延
展
制
の
不
便
ご
に
謝
し
特
に
盛
な
る
反
封
が
起
つ
セ
。
而
し
て
最
も
熱
心

に
反
歯
の
運
動
を
繊
績
し
陀
の
は
、

南
至
聯
邦
、
濠
洲
聯
邦
及

び
海
峡
植
民
地
で
あ
っ
て
、
此
等
の
植
民
地
は
続

々
こ
し
て
反
封
の
陳
情
書
を
本
國
に

逡
b
、
ヌ
は
反
樹
決
議
を
嚢
表
す
る
に
至
つ
把
。
か
く
植
民
地
の
側
に
反
樹
運
動
が
起
る
ご
共
に
、
本
圃

に
於
け

る
大
貿
易
業
者
の
間

に
も
、

コ
ン
フ
ァ

レ
ン
ス
に
撤
し
て
反
樹
の
気
勢
を
畢
ぐ
る
も
の
が
あ
っ
π
。
蓋
し
大
荷
主

は
安
き
運
賃
の
不
定
期
船
を
傭
船
す
る
の
利
便
を
、
運
賃
延
戻
制
の
爲

め
に
奪
は
る
、
こ
ご
、
な
リ
セ
る
に
拘
は

ら
す
、

コ
ン
フ
ァ

レ
ン
ス
は
原
則
こ
し
て
大
荷
主
も
小
荷
主
も
均
等

の
運
賃
を
以
て
取
扱
ひ
、
大
荷
主

に
謝
し
特

別
に
賃
率
上
の
利
便
を
與

へ
な
い
か
ら
で
あ
る
。
然

る
に
ヌ
、
當
時
恰
も
各
植
民
地
に
於
て
、
英
吉
利
品
が
次
第

に
駆
逐

せ
ら
れ
、
外
國
品
が
之

に
代

っ
て
販
路
を
贋
げ
る
形
勢
が
あ
っ
て
、
其
原
因
の

一
つ
は
.
笑
本
國
よ
り
の

運
賃
が
競
争
國
よ
り
の
そ
れ
よ
り
も
高
き
に
在
る
ご
云
ふ
事
實
も
登
見
せ
ら
れ
、
之

に
關
す
る
調
査
報
告
書
な
ど

●



ゆ

昏
登
表

せ
ら
れ
セ
。
菰
に
於
て
本
圃
政
府
は
v
『
海
蓮
同
盟
の
事
業

に
關
す
る

一
般
的
調
査
聾特

に
蓮
賃
延
戻
制
に

關
す

る
調
査
を
途
げ
、
此
等
が
英
吉
利
ヌ
は
植
民
地
の
貿
易
に
撤
し
て
損
害
を
與

へ
つ
、
あ
り
ゃ
、
ヌ
は
損
害
を

與
ふ
る
の
傾
向
あ
り
ゃ
、
若
し
熬
り
ざ
せ
ば
、
立
法
其
他
の
方
法
に
よ
り
如
何
な
る
救
済
手
段
を
ご
る
ぺ
毒
か
を

の

報
告

せ
し
む

る
」
爲

め
に
、
海
運
同

盟
勅

定
委
員
會
を

作
り
、
其

調
査

の
結
果
如
何

に
よ

り
て
は
、
陛

呂
∩
智

ま
団

の

一
つ
の
新
ら

し

い
原

則
を
定

め
ん

こ
し
把

の
で
あ

る
。

委
員

會

の
議
長

コ
ー

エ
ン
氏

は
、
此
委
員

曾

の
調

査
方

針
及

び
目
的

に
就

い
て
、
次

の
如
く

に
日
ふ
。

『
此
委
員

曾

の
目
的

ご
し
趣
旨

こ
す

る
所

の
眼
目

は
、

此
重
要
な

る
問
題

(
コ
ン
フ
ァ
レ
ン
ス
及

び

運
賃

延
展

制

に
關
す

る
問
題

)
に
閲

し

て
調

へ
得
ら

る
・、
限

b
の
総

て

の
謹
擦

を
蒐
集

し
、

之
を
考
察

す

る
に
あ

る
。
例

へ
ば
、
若

し
も
運
賃

延
戻
制

が
、
獅

逸

に
於

て
は
適
法

な
る
も
の
な

る
に
拘

は
ら

す
、
英
吉

利

に
於

て
不
法
な

る
も

の
こ
せ
ら

る
、
こ
ご
が
、
英

吉
利

の
工
業
及

び
商

業
に
劃
し
、
實

質
的
な

る
損
害
を
與

ふ
る
結

果
を
有

つ

も

の
で
あ

る
ご
謹

明
せ
ら
れ

て
、
委
員

が
之
を
承

認
す

る
こ
ご

＼
な
ら
ば
、
縦

ひ
委
員

に
於

て
は
此

制
度

は
古

き
普
通
法

の
原
則

に
從

へ
ば
不
法
な

る
も

の
で
あ

る
こ
の
意

見
を
有

す

る
に
し
て
も
、

現
在

の
事
情

の
下

に
あ

り

て
は
、
延
展
制

は
公

の
政
策

に
反

せ
す
し

て
、

法
律

上
認

容

せ
ら

る

べ
き
も
の
な

る

こ
ご
を
、
報
告

せ
ね
ば

0

な
ら

鳳
か
も
知
れ

澱
。

叉
之
.に
反
し

て
、
委
員

に
於

て
は
、

運
賃
延
展
制

は
普
通
法

上
不
注
な

る
も

の
に
あ
ら

す
ゼ

の
見
解
を

ご
る
に
し
て
為
、
若

し
も
、
委
員

の
前

に
現
は
れ
だ

る
諸
謹
撮

に
よ
り

て
、

此
制
度

は
英
吉
利

諭

最

海
運
同
盟
に
封
ず
る
英
吉
利
の
態
度

第
十
八
巻

(第
五
號

六
七
)

九
二
九

D
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論

叢

海
運
伺
盟
こ
封
ず
る
英
吉
利
の
態
度

第
十
八
巷

(第
五
號

六
八
)

九
三
e

の
蜀

外
貿

易

に
封

し
有
害

な
る
も
の
な

る
こ
ご
が

、
判
明

し
覚

る
場
合

に
は
、
委
員

は
、
此
制

度

は
特
別
法

に

よ
り

て
禁
止
せ
ら

る

べ
き
も
の
な

る
こ
ご
を
、
勧

告

す

る
の
已

む
な
き

に
至

る
か
も
知

れ

函
。
」

か
一

て
右

の
委
員

會
は
、
海
運

及

び
貿
易

に
従
事

す

る
質
業
家

ご
、
法
律

學
者
経
済
學

者
並

び
に
植

民
地
代
表

者

を
以
て
組
織

せ
ら

れ
、

六
十
六

人

の

利
害
關
係

誰

人

を
喚

問
し
、
又
借

に

南

阿
植

民
地

へ
は

小
委
員
を

派
難

し
、
同

地

に
於

て
も

亦
五
十

三
人

の
讃
人
を
喚
問
し

、
何

れ
も
先

づ
意
見
書
及

び
謹
撮
書
類

を
提
出

せ
し
め
、

之

に
基
き

て

コ
ン
フ
ァ
レ
ン
ス
に
關
す

る

各
種

の
事
實

ご
讃
八

の
之

に
封

ず

る
意
見

ご
を
尋
問
し

て
、
精
密
な

る
調

査
研
究

を
逡
げ
た
の

で
あ

る
。

然

る
に
、
調
査

の
結
果
は
、
委
員

の
意
見

は

二
つ

に
分

れ
把
。
從

っ
て
統

一
的
な

る
意
見
書

を
登
表

す
る
㌔
一
ご

が
出
来

す
、
多
敷
意
見
書

(ヨ
&
。
葺
罵

声
憩
8
叶)

ご

少
数
意

見
書

(三
三
。
風
信

ヵ
。
℃
。
5

ご
を
併

せ
登
表
す

る
こ

ご

＼
な

つ
陀
。
琶
、上

、
委
員

の
中

に
は
特
別

に
留
保

意
見

を
も
饗
表

す
る
も

の
も
あ

っ
花
。
而

し
て
植

民
地
代
表

把

る
南

阿
、
濠
洲

及

び
海
峡
植
民

地
の
三
委

員
は
、

何
れ
も

少
数

意

見
書

に
署
名

し
陀
。

加
奈
陀

は
本
問
題

に
就

き
て
は
、

利
害
關
係

少
き

の
理
由

を
以

て
、
初

め
よ

り
代
表
者
を
出

さ
す
、

新
雨
蘭

代
表

委
員

は
何

れ
の
意

見
書

に
も
署
名
℃

な
か

つ
セ
。
故

に
此
委
員
會

に
於
て
は

、
本
図

ご
植

民
地

こ
の
意
見
の

一
致

を
見

る
こ
ご
が
出
来

な

か

つ
把
の
で
あ

る
。

画

配)ibid.,Vo】.11.P.35.



r

コ
ン
フ
ァ
レ
ン

ス
の
濁
占

の
性
質

及
び

そ

の
利
弊

に
聞

し
、

多
数

意
見
書

に
見

は
れ

だ
る
見
解

に
從

へ
ば
、「
運

賃

延
展
制

を
採
用

す

る

コ
ン
フ
ァ
レ
ン
ス
は
、

一
般
的

商
品

の

荷
主

に
關
保

す

る
範
園
内

に
敢

て
は
、
制
限

的
濁

占
を
保
有
し

て
居

る
。
」

そ

の
猫
占

は

絶

封
的
な

も

の
で
は

な

く
て
、

多
敷

の
誰
人

が

之

に
、

、、≦

雪

巴
、"
ざ
か

..ρ
毎
盈
、.
こ
か

.、嘆
碧
匡
6
巴
..
こ
か
云

ふ
言
葉

を
附
け

加

へ
て
居

る
が
榛

に
、
限
定

的
な

る
も
の
で
あ

る
。
而
し

て

『
そ

の
猫
占

は
、
運
賃

延
戻
制

叉
は
之

ご
同

機
の
数
力

を
有

つ
所

の
何
等

か
の
(荷
主

)
拘
束
手
段

(9

)
あ

る
に
よ

り
て
存

在
す

る
も
の
で
、
且

つ

コ
ン
フ
ァ
レ
ン

ス
の
設

立

に
よ
り

て
、
既
存

の
定
期
運
途

機
關

の
絡

て

ヌ

は
殆
ど

絡

て
を

之
に
包
容

す

る
こ
ご
が
、
孤

立

の
定
期
船
會

肚

を
し

て
之

ご
競

争
し
て
成
功
を
敗

む
る

こ
ご
を
困
難
な

ら

し
め
、

叉
は
、
少
く

ご
も
、
相
當
永
き
期
間
競

争

を
繊
績
す

る

こ
ご
を

困
難

な
ら
し
む

る
の
事
實

に
基
礎

を
置
き

て
成
立
す

る
も

の
で
あ

る
。
』
「
こ
の
濁

占
が
制

限
付

き

の
も

の
な

る
こ
ご
は
、
他

の
蓮
途

の
適

當
な

る
方
法

が
之

ご
現
實

に
併
存
す

る

こ
ご
に
由

b
て
起

る
ご
言

ふ
よ

り
も
、
寧

ろ
、
濁
占

が
甚

だ
し
く
且

つ
引
籏

き
永
く
濫
用

せ

ら
る
、
な
ら

ば
、

之

に
代

る
所

の
他
の

運
逸
機
關

が
生

れ
来

る

潜
在
的

可
能

ま

り

結
果

す

る
.ご
見

る

べ
き
で
あ

る
。
」
但
し

『
特
定

の
航
路

に
於
け

る
濁

占

に
封
ず

る
制
限

は
、

そ
の
航

路

に
於
け

る
事
情

に
よ
り
て
異

る
。
』

か
く

て
此
濁
占

の
下

に
ぬ
り

て
は
、
『
規
律
的

に
し

て
高
級
な

る
海
運
労

務
」
が
提
供

せ
ら
れ
、
「
賃
率

の
安
定
」

が
保

陀
れ
、

『
英
吉

利
よ
り

の
運
賃

ε
大
陸

よ
り
の
運
賃

ざ
が
均

[
に
維

持

せ
ら

れ
」
、
『
(海
運

)労
務
生
産
費

が

節
約

せ
ら
れ

て
。
よ

b
経
済
的

に
割
嘗

て
ら
れ
」
、
『
縛

て

の
商
人

に
射
し

て

一
標

な
る
賃
奉

」
が
課

せ
ら
れ
、
「
船

論

叢

海
運
同
盟
に
針
す
る
英
吉
利

の
感
度

箏

十
八
巻

(第
五
號

六
九
)

九
「一二

コ}ibid.,Vol・1・PP・33.37・
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「

論

叢

海
運
同
盟
に
鉗
航
る
英
吉
利
の
態
度

第
十
入
巻

(第
五
號

七
〇
)

九
三
二

主

計
算

に
於

け
る
貿

易
が
慶

止

せ
ら
れ

る
』
等

の
利
益

が
あ
る
。
『
海
運

同
盟

に
よ
り
て
與

へ
ら

る
、
此
等

の
利
益

は
、
畢

竟
、
.運
賃

延
展
制

ヌ
は
荷
主

に
封
ず

る
拘
縛

手
段

こ
し

て
之

ご
同
様
な

る
致
果
を
有

つ
所

の
何
等

か

の
仕

組

ご
、

そ
の
(何
れ

の
荷
主

に
撤

し
て
も
)均

等
な

紅
適
用

こ
よ
り
生
す

る
も

の
で

あ
る
。
若
し
運
賃

延
展
制

が
廃

止

せ
ら

る
、
な

ら
ば
、
船
主

は
荷
主

ご
長
期
間

に
亘

る
契
約
を

締
結
し
、
以

て
そ

の
取
引

を
保
全

す

る
に
努
力
す

る
こ
ご
、
な

る
で
あ
ら
う
。

か

、
る
契
約
制

は
、
変

通
量

の
大

な

る

一
般
的
航
路

に
在

う

て
は
、
小
荷

主

の
損
失

'

の

に
於

て
(船
主

が
)大
荷

主

ご
特
恵
的
契
約
を
締

結
す

る
の
結
果

に
導

く

の
可
能

が
め

る
』
。

多
数
意

見
書

は
、

コ
ン

フ
ァ
.レ
ン
ス
の
狽
占

に
は

右

に
擧

げ
た

る

諸

利
益

の

存
在
す

る
こ
ざ
を

認
む

る
ご
共

に
、

叉
若
干
の
弊
害

の
存
す

る

こ
ご
.を
も
認

め
て
居

る
。
併
し
乍
ら
、
不
當

に
高

き
賃
率

を
課

す

る
弊

害

が
あ
る

ご
云

ふ

一
部

請
人
の
主
張

に
謝

し
て
は
、」

そ
の
事
實

の
調
査
を
避
思
し

て
居

る
。
其
理
由

は
、

か

、
る
調
査

は
頗

る
困
難

に
し
て
永
引
き
、

「
各
賞
車

が
各
種

の
項

目

の
蓮
邊
貨

物

に
及

ぼ
す
影
響

を
調
査

す

る
が
爲

め
に
、
ヌ
、

繧
螢

の
数
果

に
關
す

る
諸
事
項

例

へ
ば
船
腹

の
貨
物

に
封
ず

る
割
當

の
如

き
を
研
究

す

る
爲

め
に
、
寄
會
吐
ヌ

は

各
船
主

の
諸
帳
簿

を
検
閲

せ
ね

ば
な
ら

ね
こ
ご

、
な

る
」

の
で
あ

る
が
、
委
員

は
か

、
る
擢
限

を
有

せ
ざ

る
が
故

に
、
當

事
者

の
反
封

に
よ

b
て
調
査

の
蟹
行

不
可
能

こ
な

る
、

ご
云

ふ

に
あ

る
。

併
し
、

コ
ン

フ
ァ

レ
ソ
.ス
は
、

或
場
合

に
於

て
は
、
そ

の
濁
占

的
地
位

を
濫

用
し

て
、
賃
率
を
引

き
上

げ
、
又
は
下
落

す

べ
き

ご
き

に
之
を
引
下

げ
ざ

る
の
傾
向
あ

る
こ
ご
、
運
賃
延
戻
制

の
な
き
北

米
航
路

の
賃

率
は
、
英

吉
利

航
路

の
そ
れ

よ
り
安

き
が
爲

め

1)ibid..
2)ibid.,
3)ibid.,

Vo】 」.PP.44.PP.46.

Vol.1,P・50.

Vol.1.P.58.



に
、
英
吉
利

へ
来

る
べ
き
注
文
が
合
衆
国

へ
奪
は
る
、
の
傾
向
あ
る
こ
`
、
當
時
現
行
の
運
賃
延
戻
制
は
、
そ
の

金
額
ご
期
間
ご
に
つ
い
て
荷
主
に
不
便
を
與
ふ
る
鮎
の
あ
る
こ
ご
、
螢
航
地
ご
寄
港
地
ご
に
關
し
て
、

コ
ン
フ
ァ

レ
ン
ス
が
決
定
権
を
有
す
る
は
、
濫
用

に
流
れ
易
き
こ
ご
、
濁
逸
の
定
期
船
會
祉
が
概
し
て
賃
率
表
及
貨
物
分
類

表
を
公
表

せ
る
に
、
英
吉
利
會
甦
が
之
を
な
さ
ざ
る
は
、
其
理
由
の
乏
し
き
こ
ご
、
南
阿
及
び
西
阿
の

コ
ン
フ
ァ

レ
ン
ス
が
、
其
濁
占
を
濫
用
し
て
横
暴
の
行
爲
あ
り
把
る
こ
ご
等
の
諸
弊
害

に
就

い
て
は
、
誰
人
の
主
張
を
是
認

D
.

し

て
居

る
。

五

コ
ン
フ
ァ
レ
ン
ス
の
濁
占
及

び

運
賃

延
展
制

に
閲

す

る
多
敷

意
見
書

の
見
解

は
、

略
ぼ
右

に
通

ぶ
る
が
如

く
で

あ

る
。
然

る
に
、

少
数
意

見
書

は
此
等

に
閲
し

て
梢

よ
見

る
所
を
異

に
し
て
居

る
。

即
ち
之

に
よ
れ

ば
、
「
運
賃

延

戻
制
を
採
用
す
る
コ
ン
フ
ァ
レ
ン
ス
組
織
一

概
し
て
相
互
に
何
等

の
連
絡
な
く

何
等
の
組
織
を
も
有
し
て
居
な

い
荷
主
を
相
手
こ
す

る
所
の
、
高
度

に
組
織
付
け
ら
れ
た

る
産
業
(
海
運
)
の
自
然
的
機
達
の
産
物
1

は
、
殆
ど

の

総

て
の
主
要

な
る
海
上
航

路

に
濁

占
を
創
造

し
た
。
」
『
か
く

の
如

く

に
創
造

せ
ら
れ
た

る
凋
占

は
、

こ
の
同

盟
が
、

そ

の
欲
す

る
所

の
如
何

な

る
運
賃

を
も
課
す

る
こ
ご

を
得

、
そ
の
望
む
所

の
如
何
な

る
條
件

を
も

(荷

主

に
)
負
澹

せ
し

め
得

る
ご
云

ふ
意
味

に
於

て

の
絶
対
的
な
も

の

で
は
な

い
。
實
際

に
於

て
は
、
彼
等

の
濁

占

は

一
定

の
限
界

の
下

に
あ

る
。』

「
併
し
絶
射
的

の
も

の
で
は
な

い
ご

は
言

ふ
も

の
＼
、
運
賃

延
戻
制

に
よ
b
て
設

け
ら
れ
起

る
濁

論

叢

海
運
同
盟
に
劉
す
る
英
書
渕
の
態
度

第
十
入
巷

(第
五
號

七
一)

九
三
三

1)
2)
3)

ibid.Vol.1.PP・79.

ibid.,Vol.1.p.114.

ibid.,Vol.1.p.96.

り

許



翫細

叢

海
湘迎
同
盟
に
封
ず
る
英
田口
利
の
能
購度

第
十
入
巻

(第
五
號

七
二
)

九
三
四

占
は
、
大
多
数

の
場
合

に
於

て
、
何
等

の
代
替

(
こ
な

る
運
逡

方
法
)
を
許

さ

い
る
所

の
も
の
で
あ

る
。
」
『
而
し

て

此
澗
占

は
何
等

の
法
律

上

の
管

理

に
服

し
て
居
な

い
。
』
「
然

る

に
海
運
同
盟

の
組
織

は
、
實
際

に
於
て
は
ハ
そ

の

加
盟
者

の
爲

め

に
、

法
的
濁

古

の
如
く
完
登

に
布
敷

に
し
て
而

も
そ
れ

の
如

き
管

理

に
何
等
服
す

る
所

な
き
猫
占

.

を
、
或
限
界
内

に
於

て
、
確
保
す

る
も

の
で
あ

る
。
」

而
も
『
そ
の
限
界

は
多

く

の
場

合

に
は
虚
妄

で
あ

り
、
且

又

一
般

的

に
は
消
え

つ
、
あ
る
。
」

『
総

て
の
濁
占

は
、
事
柄

の
性
.質

に
よ

る
か
、

立
法

に
よ

る
か
、
叉
は
何
等

か
の

形

式

に
於
け

る
管
理

に
よ
り
て
、

嚴
重

に
制

限

せ
ら

る

、
で
な
け
れ

ば
、
大
な

り
小

な
り
、
濫
用

に
陥

り
易
き
も

の

の
で
あ
る
。」
委
員
會

に
喚
問
せ
ら
れ
だ
る
荷
主
側
の
讒
人
が
、
コ
ン
フ
ァ
レ
ン
ス
の
濁
占
の
弊
害
に
聞
し
、
具
禮
的

な
る
謬
篠
を
多
く
提
出
し
な
か
っ
た
こ
ご
を
以
て
、
直
ち
に
之
を
弊
害

少
き
も
の
こ
認
む
る
は
軽
卒
で
あ
を
。
『
海

運
同
盟

の
加
盟
者
は
そ
の
利
害
關
係
を
同
じ
く
し
、
彼
等
の
組
織
は
完
成
し
て
居
る
。
之
に
反
し
、
最
も
直
接

に

同
盟
の
行
動
に
よ
り
て
影
響
せ
ら

る
、
人
々
即
ち
商
人
等

は
、
そ
の
利
害
欄
係

に
於

て
乖
離
し
て
居
る
、
而
も
彼

等
は
其
所
在
地
を
異

に
し
、
相
図
結
す
る
に
は
人
な
る
困
難
が
あ
り
、
ヌ
、
少
く
こ
も
或
場
合

に
は
同
盟

に
反
射

し
て
立

つ
を
好
ま
ざ
る
も
の
で
あ
る
。
生
産
者
ご
消
費
者
ご
に
至
っ
て
は
、
彼
等
が
本
営
の
影
響
を
蒙

る
人
な
で

は
あ
る
が
、
只
そ
の
關
係
は
間
接

で
あ
り
、
且

つ
團
結
力

に
於
て
は
商
人
よ
り
も
更
に
弱
き
も
の
で
あ
る
。
か
＼

る
事
情

の
當
然
の
結
果
こ
し
て
、
海
運
同
盟
は
謹
櫨
を
蒐
集
し
之
を
提
出
す
る
に
つ
い
て
、
そ
の
反
掛
倒
の
も
の

の

ト
・
り
も
有
利

の
地
位

に
あ

る
の
で
あ

る
。
」
『
多
一

の
場
合

に
於

て
は
、
事

の
具
膿
的

な

る
詳
細
を
知

る
こ
ご
は
、

1).2),3)il〕id.,

4)ibid.,Vol..1.

5)ibid.,Vol,1.

6)ibid.,Vol.1.

Vo】 ・1.P,97.

P・H4・

P.98.

P.98.



縦
ひ
最
も
嚴
重
な
る
秘
密
の
約
束
の
下
に
於
て
も
不
可
能
で
あ
っ
セ
、
か
、
る
約
束
も
貿
易
業
者

に
ご
っ
て
は
事

其
密
告

が
船
ま

に
探
奪

ら
る
・
暫

な
り
、
其
結
果
報
復
せ
ら
る
＼
こ
ご
、
な
る
の
恐
れ
を
墜

,に
由
な
い
か

ら
で
あ
る
・』
『
・
の
(荷
主
側
よ
藷

櫨
を
得

る
の
)
困
繋

る
・
・
そ
れ
耳

が
、
.
.
ン
フ
ァ
レ
ン
ス
が
、
催

薪

書

の
問
の
公
正
な
・
取
引
を
破
壊
す
る
,・
託

如
何
に
充
書

成
功
し
て
居

・
か
を
物
語
っ
孟

居
る
。
」
多

　

敷
意
見
書
は
此
事
實
を
輕
属
し
て
居

る
け
れ
ど
も
、
「
吾
々
に
ご
つ
て
は
疑

ふ
の
偉
地
な
き
所
で
あ
る
。
」

コ
ン
フ
ァ
レ
ン
ス
の
利
益
及
び

そ
の
弊
害
に
つ
い
て
は
、
少
数
意
見
書
は
多
数
意
見
書
ご
全
く
そ
の
見
解
を
異

に
し
・
『
吾

〃
は

;

フ
ァ
・
ン
ス
轟

賃
延
戻
制
こ
の
羅

の
爲

め
呈

張
せ
ら
る
、
所

の
、
そ
の
利
益

に
關
す

る
見
解

に
は
鷲

不
同
意
で
あ
・
・
姦

意
見
童
・は
、
吾
.・
の
星

所

に
よ
れ
ば
、
か
、
・
利
益
を
過
重

に
見
積
.

り
、
そ
の
戴
物

は
法
外
に
此
組
織

の
作
用
に
露
し
て
居
る
、
而
も
之
よ
り
生
す

る
不
利
益
並
び
に
此
組
織
に
有

り

勝
ち
な
る
危
険

嬉

し
て
は
、
+
分
な

・
藏

を
與

へ
て
居
な
い
旨

.
ソ
フ
ァ
・
ン
及

び
運
賃
延
戻
制
を
雑

す

る
も
の
は
・
此
制
度
を
無
制
限
な
る
馨

の
制
度

昆

較
し
て
、
魅
曾
嬉

し
積
極
的
に
有
利
な
る
も
の
で
あ

る
薯

へ
て
居

る
の
で
あ
る
・
』
併
し

『
吾
々
は
、
此
等
の
利
益
の
如
何
な
る
も
の
も
、
-
-
...法
律
に
よ
り
て
強

制

し
得

る
所

の
契
約

の
下

に
與

へ
ら
れ

て
居

る
の
で

な

い
こ
ご
、
.
此
等

の
利
益

の
総

て
は
、
.關
係
荷
・主

が
何
等

の

補
償

を
與

へ
ら

る
、
こ
ご
な
く
ヌ
何
等

の
補
償

を
受

く

る
権

利
な

く
し

て
、
撤
退

さ
れ
得

る
も
の
な

る
こ
ご
、
而

し
て
此
等
の
利
益
の
存
在
を
葬

高
唱
す
・
所
の
藪

田覚

書
は
、
船
乗

、
此
等
利
益
ご
認
め
ら
、
叢

の
縫

論

叢

海
運
同
盟

に
封
ず
る
英
吉
利

の
態
度

第
十
入
巷

(
第
五
號

七
三
)

九
三
五

1),2)ibid.,Vol.1.p.98.

3)ibid.,Vol.1.p・95・

●



論

鑑

海
晋

盟
籍

す
る
英
嘉

慶

態

第
丈

告

(第
五
肱

西

)

九
三
六

績

に
就
き
、
何

等
か
法
律
上
の
義
務
の
下
に
置
か
る
べ
き
を
提
議
し
て
居
な

い
こ
ご
、
を
注
意
す
る
こ
ご
が
出
來

る
。

,
ン
フ
ァ
レ
ン
ス
は
此
等

の
利
金
の
ど
の
も
の
を
も
ヌ
は
そ
の
総

て
を
も
、
撤
退
す
べ
き

自
由

に
あ
る
』
引

か
く
て
少
数
意
見
書
は
、
賃
率
の
均
等

ご
受
の
安
定
ご
云
ふ
二
つ
の
事
柄
を
除
ざ
て
は
、
多
数
意
見
書
が
濁
占

的

コ
ン
フ
ァ

レ
ン
ス
よ
り
生
す
る
利
益
こ
し
て
認
む
る
所
の
も
の
を
殆
ど
総

て
非
課
し
、
『
此
組
織
(
運
賃
延
戻
制

を
採
用
す

る
コ
ン
フ
ァ

レ
ン
ス
組
織
)
は
英
吉
利
海
運

の
最
強
要
素
紀
る
不
定
期
船

に
封
し
て
損
害
を
與

へ
る

も

の
で
あ
る
。
此
組
織

の
下

に
於
て
経
費
の
節
.減

ご
云
ふ
こ
ご
が
縦

ひ
幾
分
か
存
す
る
こ
し
て
い
、
そ
れ
が
此
組
織

あ
る
が
爲
め
に
生
す

る
冗
費
を
償

っ
て
触
り
あ
る
も
の
な
る
を
示
す
べ
き
…補
足
な
る
讃
擦

は

一
つ
も
な
い
。
此
組

織
は
船
腹
の
増
加
從

っ
て
投
下
資
本
金
額
の
増
加
を
齎
ら
し
、
之
に
封
し
支
彿
は
る
べ
き
利
子
を
増
加
す

る
。
此

組
織
は
賃
率
を
引
上
げ
そ
の
下
落
を
防
ぐ

に
成
功
し
て
居

る
。
そ
れ
は
叉
寄
港
地
を
減
少
し
ヌ
は
減
少
す
る
の
傾

が
あ
る
。
此
組
織
は
、
之
を
不
法
こ
し
て
居
る
所
の
北
米
合
衆
国
の
如
き
國

に
謝
し
、
英
吉
利
よ
り
も
人
な
る
利

益
を
與

へ
る
。
そ
れ
は
又
南
阿
の
場
曾

於

て
は
、
芙
吉
利
の
販
路
を
失
は
し
め
だ
・
此
組
織
に
よ
り
て
・
航
海

の
親
溜

に
行
は
る
、
こ
ご
の
著
乞

培
如
し
た
る

謹
慷
も
奮

、

船
舶
の
質
を
大

に

改
善
し
た
る

讃
撮
も
な

む

い
』
、
ご
記

遍
し
て
居

る
。六

か
く

の
如
く
、
少
数
意

見
書
は
多
数

意
見
書

・ご
見

解

を
異

に
し
、
濁

占
的

コ
ン

フ
ァ

レ
ン
ス
な

る
も
の
は
、

そ

1)ibid.,Vol,1.p.99.

2)ibid・ 。Vo].1.P.Ir4,

'

㌦
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.

の
禦

に
於

て
は
利
奮

・
も
弊
害
の
勝
る
も
の
.藷

・
奉

で
あ
る
。
從
っ
て
.
両
意
見
牽

、

,
ン
フ
ァ

レ

ン

ス
に
謝
す

る
政
策

こ
し

て
、
政
府

に
建
議

し
把
も

の
に
は
多

少
の
相
違

が
あ

る
。
併
し
、
法
律

を
以
て

コ
ン
フ

ァ

レ
ン
ス
の
業

に
議

す
る
所

の
規
定
護

乞

,ぎ

、
殊

に
最
も
問
題
・
な
っ
て

居

・
薔

幾

制

を

禁

止
〔
ヌ
は
之
に

一
定

の
制
限
を
設
く
る
こ
ご
を

不
可
な
り
こ
す
る

鮎
に
於
て
は
、

両
者

の
意
見
は

一
致
し
て
居

る
。
多
数
意
見
書
が
法
律
を
以
て
運
賃
延
展
制
を

禁
止
す

る
こ
ご
を

不
可
な
b
こ

す
る
理
由
は

次
の
如
く
で
あ

る
。

『
吾

々
委
員
は
・
運
賃
延
展
制
が
葎

に
　

て
禁
止

せ
ら
ゑ

き
・
ざ
を
望
ま
な

い
も
の
で
あ
る
。
如
何
な

る
制
度
も
濫
用
せ
ら
る
あ

可
能
あ
・
こ
・
、
及
び
只
・
・の
事
あ
る
が
爲

め
に
、
そ
が
禁
止
せ
ら
ゑ

き
+
分

の
理
由
を
有

っ
も
の
で
な
い
こ
・
は
、
殆
ど
繋

る
の
要
な
き
所
で
あ
・
。
攣

か
、
・
事
柄
に
於
け
。
饗

の
問
題
は
・
葎

上
の
干
渉
は
適
當
な
超

否
や
、
且

つ
如
何
な
・
程
度
の
干
渉
が
適
當
な
・
か
、
を
決
定
す

し
こ
毛

あ
b
・
而
し
て
そ
れ
に
就

い
て
は
鷲

次
の
事
柄
を
研
究
せ
ね
ば
な
ら

ぬ
。
帥
ち
、
此
制
度
茎

然

禁
止
す

る
に
　

・
生
害

結
果
如
何
、
此
制
度

の
濫
用
及
び
星

目
は
何
筆

他
の
方
法
・
　

て
之
を
避
く

る
こ
ご
を
得
な
.い
か
、
此
制
度
よ
り
生
す
る
利
益
は
そ
の
弊
害
を
補

っ
て
磐

あ
る
ご
云
ふ
様
な
こ
ご
は
な

い

か
　

『
此
等
の
問
題
の
研
究

に
入
る
以
前
に
、
先
づ
記
憶

せ
ね
ば
な
ら
灘
重
要
な
る
事
柄
は
、
運
賃
延
戻
制
を
有
数

論

叢

海
運
羅

籍

す
・
英
嘉

・
疑

筆

入
巻

(第
五
號

七
五
v
,
九
三
七

噂



,

論

叢
.

海
運
同
盟
に
封
ず
る
夷
病

の
態
度

筆

蓉

(第
五
號

七
山e
.

丸
三
八

。
歴

し
得
る
所
の
唯

あ

方
法
は
、
此
報
告
の
第

蔀

・
述
甚

・
習

・
一

(幾

蝿

灘
離
離

舞

繋

難

論
鰐
譲

鷲
婁

.の難

弱
誌
難

蓑

馨

赫

・喜
襲
顛
蕪

)此
制
度
を
不
法
な

る
も
の
こ
な
し
、
之
を
採
用
す

る
も
の
及
び
之
が
當
事
着
た
る
も
の
に
刑
罰
を
課
す
る
こ
ご
で
あ
.る

。
併
し
此

現
在

の
制
度
を
禁
止
す
る
に
至
ら
ざ
る
所
の
法
律
は
、
〔假
に
之
を
制
定
す

る
も
)
、
そ
は
無
用
で
あ

り
無
益
で

も
あ
ら
う
、
何
こ
な
れ
ば
、
同
等
の
ヌ
は
更

に
有
力
な

る
性
質
を
育

つ
濁
占
を
創
造
す

る
所
の
他
の
何
等
か
の

制
度

の
取

り
入
れ
ら
る

、
こ
ご
を
、
之

に
竃

て
防
ぐ

・
ご
が
出
来

な
か
ら
う
か
ら
で
あ

る
・

そ
れ
故

に
有

数
な

る
べ
き
立
法

は
、

必
ず
、

海
上
貿

易
輪
逡

の

濁
占

を
創
造

す

る
震
れ

あ

る
所

の
絡

て
の
聯

合
及

び
網

て
の

契
約

を
禁

止
す

る
も
の
で
な
く

て
は
な
ら

謁
。

…

…
:
・從
.つ
て
斯
く

の
如

き
法
律

は
、
蕾

に
運
賃

延
戻
制

を
禁

止
す

る
の
み
な

ら
す
、

海
上
蓮

逡

の
濁

占
を
獲
得

す

る

こ
ご
を

目
的

こ
し
且

つ
そ

の
敷
果
を
有
ち
得

る
所

の
契
.

約
制
度
及

び
其
他

の
制
度
を
も
禁

止
す

る
こ
ご

、
な

る
で
あ
ら

う
。
吾

々
は
、
吾

々
の
前

に
現

は
れ

把
る
讃
櫨

が
、

か
く
の
如

き
性
質

の
立

法
を
推
薦

す

る
を
可

こ
す

る
も

の
で
な

い
ご
信

ず

る
。
吾

々
が
此
結
論

に
到
達

し

た

る
理
由

は
次

の
如
く

で
あ
る
。

ラ
『
G
.
海
上
蓮
逡
の
場
曾

於
て
、
既

に
導

た
・
が
如
き
事
情

に
よ
り
て
制
限

せ
ら
れ
居
る
所
の
濁
占
よ

り

生
す
る
諸
利
益
は
、
吾

々
の
調
査
の
経
過

の
中
に

明
か
ご
な
り
た
る

諸
弊
害
を
償

っ
て

磐

あ
る
も
の
で
あ

-
、
且
つ
鑑

の
組
織
が
、
そ
の
現
・
産

す
・
形
式
よ
善

し
鼻

・
も
の
差

ら
ぎ

限
り
・
諸
弊
害
を

■



償

っ
て
紛

り
あ

る

こ
ご
が
縫
績

す
.る
で
あ
.ら
う

ご
信

ず

る
。

『
の

現
存
の
程
度

・
於
け
詫

等

の
利
益
は
、
吾
・
の
見
・
所
・
よ
れ
ば
、
養

延
戻
馨

し
く
は
之
ご
周

く
様
に
姦

で
あ
り
且
つ
国
警

(各
荷
若

樹
し
)均
箸

適
用
せ
ら
る
る
所
の
何
等
か
の
拘
束
手
段
。
依
存
す

る

の

で

あ

る

ロ

鳥

運
賃
延
展
制
の
禁
巌

・
畠

な
・
運
賃
市
場
を
覆

せ
ざ
・
の
み
な
象

、
響

並
び
.
之
、.
,
生

く
す

る
諸
弊
害

を
不

可
能

の
も
の

こ
な
す

こ
ご
は
出

来
な

い
。

『
↓

集

國
に
於
て
此
制
度
茱

法
な
・
も
の
喜

ら
れ
居
富

貴
は
、
此
國
・
於
・
之
を
禁
止
す
あ

発

く
踵
を
孚

も
の
で
め
・
あ

臨

、
吾
・
の
集

國
法
・
関
す
・
羅

覚

蟹

異

・
す
、
も
の
で
め
つ
て
、

吾
々
の
採
ら
ざ
る
所
で
あ
る
・

(矯

襲

蝋
諜

凝

鵠

誰

誰

麗

蠣

盤

轍
襲

驚

醸

鞭

麗

津

⑫
幾

)
。

『
司

吾
々
が
考

へ
て
居
・
讐

性
質
を
有
つ
立
法
は
、
此
國
よ
b
の
貨
物
を
塾

す
。
船
主
無

用
せ
ら
れ

る
娼

大
陸
　

の
務

を
婁

碧

船
主
に
・
適
用
・
・
れ
な
・
。
從
つ
・
、
醤

延
播

に
よ
り
て
獲
得

す
る
所
の
勢
力
髭

國
の
船
主
　

奮

・
拘
は
ら
す
、
彼
等
の
競
雲

居

外
國
の
笙

・
俵

然
此
勢
力

が
保
有
せ
ら
る
る
・
遵

な
・
讐

立
法
は
、
そ
れ
が
如
何
な
・
も
の
で
あ
る
に
し
て
も
、
之
に
封
し
て
強
力

な
る
反
撃

起
ら
ざ
る
を
得
な
い
。
か
≧

曇

が
正
密
な
る
理
由
を
有
つ
や
否
や
は
、
運
賃
幾

制
な
、
も

論

叢

海
薔

盟
暴

す
・
英
嘉

の
疑

筆

八
巻

(第
五
號

七
七
)

九
三
九

.

「



論

叢

海
運
同
盟
は
封
ず
る
英
吉
利
の
態
度

第
十
八
答

(第
五
號

七
八
)

九
四
〇

a

の
が
、
此
國

の
商

業
全
般

に
謝
し

て
.
即
ち

海
運

を
も
之

に
含

め
て
観

察
し

て
、
結
局
有
利
な

る
や
不
利
な

る

や

の
問
題

に
關
す

る
見
解

の
如
何

に
よ
り
て
圭

こ
し
て
決

定

せ
ら
る
、
の
で
あ

る
。
而
し

て
、
吾

々
は
全
般

的

嚢

よ
b
す
れ
ば
、
此
制
度
は

一
般
に
は
有
利
な
・
も
の
で
あ
る
善

重

の
で
あ
る
か
ら
、
そ
れ
が
外
国
特

に
濁
逸

に
於

て
保
留

せ
ら

る

、
こ
ご
は
、
此
國

に
於

て
そ
れ
が
禁
止

せ
ら
る

、
に
よ
り
て
生

す

る
損
害

を
加
重

す

る
も

の
で
あ

る

ご
信
ず

る
。

か
く

の
.如
く

吾

々
は
、
運
賃
.延
戻
制

の
禁

止
は

望
ま

し
き
も

の
こ

考

へ
な

い

が
、
併
し
、

そ
れ

に
件

ふ
所

の
諸
弊
害

は
、
何
等

か
の
制
裁

又
は
監
督
を
必
要

こ
す

る
も

の
こ
思

ふ
]
。

少
数

意
見
書

も
亦

、
直

あ

に
、
.立
法
的
手
段

に
よ

り

て
運
賃

延
戻
制

を
禁

止
す

る
こ
ご
に
は
反
射
的
見
解
を
表

は
し
て
居

る
。
即

ち

日
ふ
、
『
吾

々
は
、
運
賃

延
戻

制

を
不
法
な

る
も
の

こ
宣

言
す

る
所

の
立

法
、
若

し
く
は

こ
の

甚
だ
羅

な
る
棄

(海
運
業
あ

蕩

に
政
府
を
し
て
大

に
干
渉
せ
し
む
る
所

の
妾

・
而
し
て
そ
れ
は
動
も
す

　

れ
ば
多
ぐ
の
訴
訟
を
惹
起
す
こ
ご
、
な

・
所
の
立
法
、
を
採
用
す
る
前

に
は
、
要
協

の
制
度
及
び
霧

院
の

憂

の
範
團

に
於
け
る
監
督
を
有
数
な
ら
し
む
べ
き
實
質
的
行
動
が
必
要
で
あ
る
ご
思
ふ
]
。

.

か
く
の
如
く
、
勅
定
調
査
委
員
會
は
、
多
数
意
見

こ
少
数
意
見
こ
に
分
れ
だ
る
に
拘
は
ら
す
、
立
法
的
手
段
を

以
て

コ
ン
フ
ァ
レ
ン
ス
の
事
業

に
干
渉
す
る
こ
ご
を
、
不
可
な
b
こ
す

る
瓢

仁
於
て
は
、
意
見
の

一
致
を
見
だ
の

で
あ
る
。
但
し
少
数
意
見
書

に
見
は
れ

た
る
前
掲
の
文
言
よ
り
察
す
れ
ば
、
先
づ

『
娑
協
ρ
制
度
及
び
商
務
院

の

監
督
」

に
よ
り
て
、
運
賃

延
展
制

に
よ
る
濁
占
よ
り
生
す

る
諸
弊
害
を
矯
正
す

る
に
努
力
し
、
而
も
荷
之
が
満
足

1)ibid,,Vol.1.P.81-53 .
2)ibld.,Vol.1.P.774 ,

り

許



な

姦

果
姦

げ
得
ざ
る
曉
に
は
、
立
法
的
手
段
に
　

て

・
・
フ
ァ
・
ン
ス
の
事
書

干
渉
す
。
…

は
必
ず

し

も
避

く

べ
き
も

の
で
は
.な

い
こ
の
見
解
を

ご
る
様

で
あ

る
。

七
.

、

勅
定

委
口貝
會

が
、
立
法

的
手
段

に
よ

り
て

コ
ン
フ
ァ
レ
ン
.ス
の
事
業

に

干
渉
す

る
こ

ご
を
、
不

可
な
り

こ
す

る

の
結
論

に
達
レ

砦

・
・
は
、
右

・
述

ぶ

・
鉛

ゑ

じ
あ

・
。
然

ら
ば
、

・
ソ
フ
ァ
。
ン
ス
に
封
ず

・
政
饗

し

て
・
「
こ
の
委
員
會

は
、
如
何
な

る
事

柄
を
最
も
適
賞

し
認

め
た
か
。

・
、れ

に
は
三

つ
め

る
。

そ

の
第

一
は
、

・
ン
・
・
レ
ン
ス
に
封
辛

る
所

の
商
人
組
合

を

成
立

せ
し

め
て
、

之
を
し
て

。
ン
フ
ァ
レ
ン

ス
ご
集
團
的
取
引

(
葺

&
・
・
9

・置

目

を
な

さ
し
む

る
こ
・
を

奨

脚
す

る
の
で
あ

る
。
元
来
、

,
ン
フ
ァ

レ
ン
ス
の
燭
占
的
弊
害
は
、
こ
の
同
盟
を
組
織
し
て
團
膿
的
勢
力
の
下

に
あ
る
海
運
業
者
が
、
相
互
の
間
に
何
等

の
聯

絡
な
く
し

嘉

ど
総

て
が
孤
立

的
地
位

に
あ

る
荷
主

ご
翌

す

る
が
爲

め
、
前
者

が
讐

に
謝
し
騎

的
優

勢

を
保
捺
す
.皇

b
生

す
・
の
で
あ

・
・
故

・
、
今

、
荷
主

を
し

義

立
的
團
髄

(8
　
沖①
.-n
。
包

p
国
。
。
一、Y

を

組

織

せ
し
め
、

之

に
集
臨
的
勢

力
を
有

起
し
む

る
な

ら
ば
、

コ
ン

フ
ァ
レ
ン

ス
の

専
横

を
抑

制
す

る

に
於

て
最

も
.

適
切
有
壁

あ
る
ご
云
ふ
の
で
あ

る
。
而
し
て

・
ソ
フ
ァ
・
ン
ス
は

各
あ

航
路
を
基
馨

し
て
成
立
し
て
居
。

の
で
あ
る
か
ら
、
之
に
封
立
す
る
商
人
組
合
も
亦
、
各
室
の
航
路
を
基
礎

ざ
し
、
そ
㊨
航
路

に
利
害
關
係
を
哨
っ

殆
ど
総
て
の
荷
主
を
全
國
的

に
糾
合
し
て
組
織
し
、
代
表
的
樺
限
を

有
す

る
も
の
だ
ら

し
め
ん
ご
す
る
の
で
あ

論

叢

逡

同
盟
に
奪

る
萎

利
の
震

筆

入
巷

(豊

號

七
九
)

九
巴

O



「

論

叢

海
運
同
盟
馬

す
る
英
吉
利
の
態
慶

第
+
蓉

(第
五
號

八
9

九
四
二

る
。
但
し
此
組
合
は
、

コ
ン
フ
ァ
レ
.ン
ス
を

排

斥
す

る
目
的

を
以

て
、

対
抗
的
運
逡
業
を
螢

む
が
爲

め

に
組
織
す

る
も
の
で
は
な

く
、

只

コ
ン
フ
ァ
レ
ン
ス
に
対
立

し

得

る
所

の

勢
力

を
作

り
、
其
下

に
於

て
之

ご
協
商

し

て
薬

園

蘭
取
引

を
な

さ
ん

こ
一こ
を
目
的

こ
す

る
の
で
あ

る
か

ら
、
委
員
會

の
見

る
所

に
よ
れ

ば
、
成
立

の
可
能

頗

る
人

な

る
も

の
で
あ

り
、
且

つ
.
荷

主

の
意
向

は
海
運
業
者

の
側
に
於

て
も
、
結
局
之

を
無

視
す

る
こ
ご
を
得
な

い
も

の

で
あ

る
か
ら
、
荷
主

の
側

に
組

合
が
出

家
て
、
其
絡

合
的
意
向
を
知

る
こ
ご
を
得
、

彼
等

の
代
表
者

こ
の
協

商

に

よ
b
て
管

業
方
針
を
決
定

し
得

る
は
、

正
に
そ

の
希

望
す

る
所

で
あ
ら
う

ご
云

ふ
の
で
あ

る
。

そ
の
第
二
は
、

憂

事
項
に
關
す

る
霧

院
の
干
渉
叉
は
監
督
で
あ
・
。
帥
ち
、
前
述
の
性
質
を
有

つ
所
の
荷

主

側
の
組
合

が
成
立

一
した

る
曉

に
於

て
、
或
事
件

に

つ
き

コ
ン
フ
ァ
レ
ン
ス
こ
の

協

商

に
よ
り
て
、
之

を
解
決

し

得

な

い
場
合

が
起

つ
把

ご
き

に
は
、
當
事
者

の
請

求

に
よ
り
、
商

務
院

が
そ

の
解
決

を
促
進
す

る
の
局

に
當
ゲ
、

又

は
仲
裁

人
を
選
任
す

る
こ
ご
、
す

る
こ
ご
、『
商
務

院
が
、
国
民

の
ヌ

は
帝
國

の
重
大

な

る
利
益

に
影
響
を
及

ぼ

す

ぜ
信

ず

る
に
十
分
な

る
理
由
を
有

つ
所

の
事
柄
」

に
し

て
、
荷
主

ご

ユ
ン
フ
ァ
レ
ン
ス
こ
の
協

商

に
よ
り

て

解

決
す
る
の
望
な
き
に
至
り
把
る
場
合
量

、
商
務
院
は
自
ら
進
ん
で
そ
の
問
題
を
調
査
し
、
之
を
議
曾

に
報
告
す

る
こ
ご
、
及

び
、
運
賃

延
戻
制

を
採
用

す

る

コ
ン
フ
ァ
レ
ン
ス
を
し

て
、
「
総

て

の

コ
ン
フ
ァ
レ
ン
ス
契

約
井

び
に

コ
ン
フ
ァ
レ
ン
ス

に
加
盟

せ
ざ

る
外
國
會

祉

こ
の
文

書
契
約
ヌ

は
口
頭
契
約

、
総

て

の
蓮

賃
延
戻
通

牒
及

び
延
戻

金

請
求

の
書
式
、
商

務
院

の
認
容

し
祀

る
商
人
組
合

又
は
荷
主
組
合

こ
の
総

て
の
契

約
』

を
商
務
院

に
届
出

で
し

む

る
こ
ご
、

二
の
三

つ
の
方
法

に
よ
り

て
、

コ
ン
フ
ァ
レ
y
ス
の

事
業

に
干
渉
し
叉

は
之

を
盈
督

せ
ん

こ
す

る
の

で
め

ゐ
。

.

■



庁

そ
の
第
三
は
、
運
賃
延
展
制
を
探
帰
す

る

コ
ン
フ
ァ
レ
ン
ス
は
、
そ
の
賃
率
表
及
び
貨
物
分
類
表
を
必
ず
公
表

す

べ
き
も
の
こ
す

る
こ
ご
で
あ
る
。

勅
定
委
員
會
が
、

コ
ン
フ
ァ
レ
ン
ス
に
劃
す
る
政
策
ご
し
て

畢
ぐ
る
所
は
、
只
以
上
の
三
つ
の
事
柄
ビ
け
で
あ

る
。
而
し
て
之
に
就

い
て
も
、
多
数
意
見
書

ご
少
数
意
見
書
ご
は
、
商
人
組
合
の
組
織
、
商
務
院
の
干
渉
監
督
の

方
法
に
つ
い
て
若
干
意
見
の
相
違
は
あ
る
が
、
要
す
る
に
少
数
意
見
書
は
此
等

の
政
策
が

一
層
嚴
重
に
行
は
る
べ

き
方
法
を
希
望
し
起
る
に
過
ぎ
な
い
。
故

に
之
に
よ
り
て
見
れ
ば
、
勅
定
委
員
會
が

コ
ン
フ
ァ
ン
ン
ス
に
劃
す
る

政
策

こ
し
て
政
府

に
建
議
し
だ
る
所
は
、
国
家
が

コ
ン
フ
ァ
レ
ン
ス
に
關
す
る
問

題
の
解
決
に
直
接
干
渉
す
る
こ

ご
を
避
け
、
出
来
得
る
限
り
利
害
關
係
常
事
者
を
し
て
協
商

に
よ
っ
て
総
て
の
問
題
を
妥
協
的
に
解
決
せ
し
め
ん

こ
す
る
の
で
あ

っ
て
、
只
當
導
者
の
み
の
協
商
に
よ
b
て
解
決
困
難
な

る
場
合
に
、
国
家
機
關
を
し
て
調
停
的

に

問
題
の
解
決

に
干
興
せ
し
め
ん
こ
す
る
に
め
る
こ
ご
が
明

か
で
あ
る
。

一
九
〇
九
年
の
海
運
同
盟
勅
定
調
査
委
員
會
が
、

コ
ン
フ
ァ
レ
ン
ス
及
び
運
賃
延
展
制

に
就

い
て
、
綿
密
な
る

調
査
を
逡
げ
て
到
達
し
把
る
結
論
、
及

び
之
に
罰
す
る
政
策
こ
し
て
建
議
し
た
る
所
は
大
要
右
述
ぶ
る
が
如
く
で

あ
る
。
而
し
て
そ
の
結
論
が
右
の
如
く
二
説

に
分
れ
、
そ
の
政
策

ご
し
て
建
議
し
覚
る
所

の
趣
旨
が
右
の
如
き
も

の
で
あ

っ
陀
が
爲

め
に
、
英
吉
利
は
、
之
に
よ
っ
て
噌
び
聾

唱
o
浮
団
に
閲
す
る
何
等
の
新
ら
し

い
原
則
を
立
法
的

に
定
む

る
こ
ご
も
な
か
つ
陀
つ
併
し
此
建
議

の
趣
旨
は
、

、英
吉
利
の
歴
代
政
府
が
其
儘
採
用
す

る
所
ご
な

つ
セ
。

.
そ
れ
は
、
最
近
の
英
濠

コ
ン
フ
ァ
レ
ン
ス
問
題
に
樹
し
、
帝
国
睡
蓮
委
員
曾

の
裁
定
し
陀
る
所

に
見
て
も
疑
の
な

き
所
で
あ
る
。
私
は
次
號

に
於
て
帝
國
海
運
委
員
曾
の
裁
定
を
説
明
す

る
で
あ
ら
う
。

舗

叢

海
運
同
盟
に
野
す
る
英
吉
利
の
態
慶

第
十
八
巷

(第
五
號

八
一)

九
四
三

1)1bid.,Vo】.1.PP.85-89.
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